
２０２３年７月１１日 

 

住宅ローンアドバイザー養成講座の受講者の皆さまへ 

 

やむを得ない事情による効果測定の欠席と振替受講のご案内について 

 

 この度は、住宅ローンアドバイザー養成講座の受講をいただきまして、ありがとうございます。 

 応用編効果測定の当日、体調不良の場合や仕事の都合のため、やむを得ず受験を欠席される場

合、一定の履修条件を満たし、かつ、次回の 2023年２回の養成講座に限り、「振替受講」として、お

申込み、受験することができますので、ご案内いたします。 

 

１ 振替受講の対象者 

今回の 2023年度第１回の住宅ローンアドバイザー養成講座を新規にお申込みされた方で、

「基礎編映像講習（16 コマ）を全て視聴し、かつ、WEBの基礎編効果測定を修了されている方」

は、次回の養成講座（2023年度第２回）の開催時に限り、当該募集期間中に「振替受講」のお申

込みをすることができます。この「振替受講」には費用はかかりません。 

＊2022年度第２回以前のお申込者は、振替受講の対象とはなりません。 

 

２ 振替受講のお申込み手続き 

  ①ご自身での振替受講のお申込み 

    次回の 2023年度第２回の養成講座の募集期間（９月中旬募集開始予定）に、ご自身で、弊協

会の住宅ローンアドバイザー専用サイトにログインされ、振替受講のお申込みすることができま

す。この場合、2023年度第１回の受講でご利用の受講番号（ユーザーID）、パスワードが必要と

なります。 

次回の養成講座のお申込みのご案内は、2023年９月上旬頃を予定しています。募集期間、効

果測定日、受験会場など詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。 

 

  ②応用編映像講習の視聴（必須の受験資格要件） 

次回の 2023年度第２回の養成講座にて振替受講される場合は、改めて応用編映像講習（16

コマ）を全てご視聴していただく必要があります。 

      

３ 振替受講のお申込みをされない場合 

次回の 2023年度第２回の養成講座に「振替受講」のお申込みをされない場合は、その後は

「振替受講」の対象者とはなりません。2024年度第１回以降、新たにお申込みと受講料のお支

払いが必要となり、基礎編からのご受講となります。 

 

 

 

 


